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研究成果の概要（和文）：本研究「イスラム金融を通じたアジア・中東産油国間における経済関係の変化と日本経済へ
の影響」は、近年、つとにその緊密化が進むアジア諸国と中東産油国の経済関係を踏まえ、その背後に存在する「イス
ラム金融」の急速な拡大が日本経済にどのような影響をもたらすのか明らかにした。イスラム金融は、そのシステムの
独自性、複雑さゆえに、今日、イスラム金融が貿易や投資の促進に与える影響は必ずしも明確でない。本研究では、理
論的&middot;実証的分析を用いて、貿易と投資にイスラム金融の役割を明を試みた。

研究成果の概要（英文）：This study clarified the impact of Islamic finance for the Japanese economy and ch
anges in the economic relations in Asia and the Middle East oil-producing countries. In recent years, the 
economic interdependence of the Asian countries and the Middle East oil-producing countries have become cl
ose. As for the uniqueness and the complexity of the system, the influence of the Islamic finance for the 
promotion of trade and investment is not always clear.
By this study, we tried to reveal the role of Islamic finance to the trade and investment using theoretica
l and empirical analysis.

研究分野：

科研費の分科・細目：

複合新領域

キーワード： 地域間比較研究　イスラム金融　アジア経済　日本経済

地域研究



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2008 年，中東産油国を中心とした GCC 諸
国は，シンガポールと域外諸国としては初と
なる自由貿易協定を締結した。この協定には
投資や経済協力などの幅広い分野での自由
化も盛り込まれており，両国（地域）での貿
易，投資は年々増加している。また，マレー
シアも GCC 諸国との自由貿易協定締結には
積極的である。2009 年より GCC 諸国とマレ
ーシアの自由貿易協定に関する交渉が開始
しており，今後，「イスラム」という共通の
枠組みで中東諸国との経済関係を強化して
いくことは疑いなく，その中心となるのが
「イスラム金融」である。2001 年，マレー
シアの中央銀行バンク・ネガラ・マレーシア
は，銀行セクターの総資産に占めるイスラム
金融の比率を 2010 年までに 20％に引き上げ
ることを目標とした「金融業界マスタープラ
ン」を発表した。また，インドネシア，ブル
ネイにおけるイスラム金融の動きもアジア
と中東産油国の経済連携を緊密化している。
日本は 2006 年 5 月より GCC 諸国と自由貿
易協定の交渉を開始した。中東産油国は現在，
アジア諸国との経済連携の度合いを高めて
おり，「イスラム金融」を介したアジアと中
東諸国のつながりを分析することは日本経
済の将来性を考える上でも極めて重要であ
り，本研究「イスラム金融を通じたアジア・
中東産油国間における経済関係の変化と日
本経済への影響」を開始した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，近年，つとにその緊密化が進む
アジア諸国と中東産油国の経済関係を踏ま
え，その背後に存在する「イスラム金融」の
急速な拡大が日本経済にどのような影響を
もたらすのか明らかにするものである。イス
ラム金融は，そのシステムの独自性，複雑さ
ゆえに，今日，イスラム金融が貿易や投資の
促進に与える影響は必ずしも明確でない。本
研究では，「イスラム金融ゆえの費用の算出」
を行うことで，イスラム金融が貿易・投資に
果たす役割を実証的に明らかにし，民間部門
のイスラム金融分野への進出リスクを低減
させることが可能となる。 
 
３．研究の方法 
 茂木創（拓殖大学）が代表となって研究す
るが，研究分担者として，立花亨（拓殖大学），
木村正信（金沢星稜大学）が参加する。3 名
はともに，日本マクロエンジニアリング学会
に所属しており，すでに定期的な会合をもっ
て共同研究を行ってきた。 
本研究では，イスラム金融の原理的な分析

はもちろんだが，現実の貿易や投資といった
分野でイスラム金融が果たした役割を実証
的に分析する。研究については研究分担者を
交えた定期的な研究会を開催し，進捗状況に
ついての報告を行うが，研究が当初計画どお
りに進まない場合については，所属する日本

マクロエンジニアリング学会の全面的な協
力を仰ぎ，想定できない問題への対応を議論
し，で最適な結論として成果をまとめた。 
 
４．研究成果 
(1)茂木創(2014)「貿易・投資構造からみた
中国と中東産油国との経済的結合度の深化」 
 1993 年に石油が，2008 年には石炭も輸入
に頼らざるを得なくなった中国にとって，石
油・天然ガス，石炭といったエネルギーの確
保は喫緊の課題である。こうした現状を打破
するために，中国は積極的に中東産油国との
連携を強化している。茂木(2014)では，中国
の中東産油国との貿易額の増加や，中国企業
のプロジェクト市場への積極的な参加の背
景に，成長に伴うエネルギー制約があること
を述べ，それを原動力として，中国がこれま
で希薄であった中東産油国との経済連携を
強化していることについて述べた。 
 課題としては，中国と中東産油国との双方
向の直接投資がどのように行われているの
か，明らかにすることができなかった点が挙
げられるが，これについては今後の定期的な
研究会において発表していくこととなった。 
 また，中東産油国からのエネルギー輸出に
関してはパイプラインの敷設状況(計画を含
む)，中国からの輸出に関しては，鉄道，船
舶の稼働状況といったロジスティクスに関
する状況分析まで至らなかった。これについ
ても検討課題となった。 
 しかしながら，茂木(2014)では，中国と中
東産油国との経済連携が，エネルギー確保の
観点から深化していることを明らかにする
ことができた。これを足掛かりとして，明ら
かになった問題点を中心に，今後さらに研究
を発展させる必要がある。 
 
(2)木村正信(2014)「動学的一般均衡モデル
とそのイスラム金融への応用」 
 最終財部門，中間財部門の 2部門から構成
される動学的一般均衡モデルを用いて，イス
ラム金融が資源配分にもたらす影響を再検
討した論考である。イスラム金融を市場経済
に委ねた場合，計画経済の場合と比較し，イ
スラム預金の取引額が過小となるが，政府が
補助金を適切に活用すれば，最適水準の資源
配分を達成できることが理論的に示された。 
 この研究では，Benhabib and Famer (1994)，
Famer (1999) による動学的独占競争モデル
の中間財部門を金融部門(イスラム金融機
関)と解釈して，経済がパレート最適を実現
するための経済政策を検討した。本稿で展開
したモデルは，定常状態の成長率がゼロにな
るという点において，市場の失敗を取り入れ
た Ramsey の最適成長モデルの応用となって
いる。しかし，本稿の分析は，Romer(1990)，
Grossman and Helpman(1991) ， Barro and 
Sala-i-Martin (2004) ， Aghion and 
Howitt(1998)などの，均衡においてある一定
率で成長が持続するモデル(内生的成長モデ



ル)を用いたとしても，同様の展開が可能で
あると期待できる。この分析についての結果
は出ておらず，さらなる研究をつづけ，次回
の課題としたい。 
 また，イスラム金融において，預金者が手
にする利益は銀行の事業の成否に依存して
いるが，本稿は確定的モデルで分析している
ため，預金者の元本割れのリスクは事実上存
在しない。したがって，銀行事業の成否に関
して確率的要素を導入して，モデルを拡張す
る余地も残されることとなった。 
 
(3)立花亨(2014)「クルアーンの解剖 
〜一神教と人間〜」 
 ユダヤ教に始まる中東の一神教，いわゆる
アブラハムの宗教の流れは，ユダヤ教を基盤
にキリスト教が誕生し，さらにはそれらを背
景にイスラムが成立することで一応の完成
を見た。もっとも考古学的証拠や文献資料の
不十分さから，かかる一神教の起源は必ずし
も全ての面で歴史学的検証を経たものとは
なっておらず，あくまで宗教的な伝承にとど
まっている。 
 とりわけ紀元前 13 世紀に成立したとされ
るユダヤ教にこの点は顕著だが ，少なくも
現時点において，伝承を完全に無視した記述
はキリスト教の場合もイスラムの場合も不
可能である。その意味で，中東起源の一神教
は歴史的記述の面で不断の見直しが不可避
となっており，現在の理解の枠組みは将来に
向け修正の余地を残している。ただ，そうし
た修正の方向性が現在の時点で明確になっ
ているわけではない。 
 本稿の目的はかかる制約下，「一神教」概
念の明確化の上に立って，ユダヤ教からイス
ラムへと至る一神教の変遷を，聖典を中心に
概観するとともに，アブラハムの宗教の掉尾
を飾るがゆえに最も完成度の高い一神教と
されるイスラムについて，聖典クルアーンに
人間の状況対応的行動という視点から焦点
を当てることで，将来的にイスラムがいかな
る方向をたどるのかを分析した。 
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